
 

 

○近年、つけ爪やまつげエクステンションは人気の
一方、施術に関することや接着剤に起因するとみ
られる相談も寄せられている。 

○これらの接着剤は、身体に使用するにもかかわ
らず、中には瞬間接着剤と同じ成分のものもあ
り、有害な化学物質等の基準や表示に関し規制
する法令等がない。 

○類似するものとして、「つけまつげ」等の接着剤や
マニキュア等の化粧品は、ホルムアルデヒドの規
制がある。 

○最近は、業務用や海外製品を手軽に入手でき
る。消費者が十分な知識を持ちあわせていない
まま自己流で施術することで生じる危害が増加し
てくる懸念もある。 

 

【危害危険事例】 
・ネイルサロンで施術を受けたが、翌日から爪が黄
ばんできた。やり直してもらったが、後から付けた
ものがまた浮き出て黄ばんだ。 

・インターネット通販で、プロ用のまつげエクステン
ション用接着剤を購入した。揮発した成分が目にし
みて、涙が止まらなくなった。 

 

【ホルムアルデヒドとは】 
繊維製品の防しわ、防縮のための加工や合板の接着剤
として使用される化学物質の一種。その一方、皮膚接触
による皮膚炎を起こしたり、粘膜に対する刺激性があり目
がチカチカする、涙や鼻水が出る等の症状も起こすことが
知られている。 

 

 

 

テスト対象 
◆次に掲げる市販の接着剤  計 25 検体 

・つけ爪、まつげエクステンション用 各 10 種類 
・かつら、つけまつげ、つけひげ及びくつしたどめ
用接着剤、瞬間接着剤    各 1 種類 

テスト内容 
◆表示調査 

成分等表示に関する調査 
◆ホルムアルデヒド溶出量、放散量を測定 

（溶出量は家庭用品規制法施行規則に定めるつ
けまつげ等用接着剤の試験方法による。） 

（2）ホルムアルデヒドに係る試験 

商品テストを行った全てのつけ爪、まつげエクステンション用接着剤からホルムアルデヒドの溶出及び放散を確認！ 

 

商品テスト「つけ爪、まつげエクステンション等に使用する接着剤の安全性」実施結果等（概要）

検体の種類 法 規 制 溶出試験 放散試験 試験結果を受けての課題等 対 応 

つけ爪用 なし 全ての検体
で ホ ル ム ア
ル デ ヒ ド を
溶出 

全ての検体
で ホ ル ム ア
ル デ ヒ ド を
検出 

・身 体 に使 用 するものでありなが
ら、接着剤の成分について、規制
する法令等がない。 

・接着剤の成分の特性に応じた試
験方法の検討が必要 

・国（消費者庁） 
…試験法を含めた有害

物 質 等 について、法
規制等による安全対
策の推進を要望 

・製造・販売業界 
… 接 着 剤 の 安 全 性 確

保の推進を要望 

まつげエクス 
テンション用 

かつら用 家庭用品規制法 

…試料 1g 当たりの
ホルムアルデヒド
の溶出量の規制 

家 庭 用 品
規 制 法 上 、
適正 

（溶出量は家庭用品規制法の 
規制値内） 

つけまつげ用 

つけひげ用 

くつしたどめ用 

瞬間接着剤 なし 
ホルムアル
デ ヒ ド を 溶
出 

（身体に使用するものではない。） 
 

背景 テスト結果及び結果を受けての課題等と対応 

テスト内容 

（1）表示調査 

成分や取扱い上の注意、問合せ先等も含めて一切の表示がないものも！ 

検体の種類 法 規 制 表 示 調 査 試験結果を受けての課題等 対 応 

つけ爪用 なし 
 
 
【参考例示】 
家庭用品品質表示法 

雑貨工業品の中に
接 着 剤 の分 類 がある
（雑 貨 工 業 品 品 質 表
示規程）。 

しかし、身体に使用
する 接 着 剤 は 、 対 象
外である。 

・自主的に表示されているもの
がある一方、全くないものもあ
る。 

・次のような状況も見られた。 
・日 本 語 以 外 の表 記 のみの
もの 

・本 体 と広 告 とで、成 分 表 記
に相違 

・まつげエクステンション用接
着剤の一部に「セルフ用」と
記載 

・身 体 に使 用 する接 着 剤 の
表示について規制する法令
等がない。 

・消 費 者 は成 分 等 を確 認 す
ることができない。 

・施 術 を 行 う 場 合 には 美 容
師免許が必要なまつげエク
ステンションに使 用 する接
着 剤 も 、 一 般 消 費 者 が 容
易に入手可能 

・国（消費者庁） 
… 法 規 制 等 に よ る

表 示 の 適 正 化 に
向 け た 対 策 の 推
進を要望 

・製造業界 
… 成 分 等 に つ い て

の表示を要望 

まつげエクス 
テンション用 

かつら用 

つけまつげ用 

つけひげ用 

くつしたどめ用 

瞬間接着剤 家庭用品品質表示法 家庭用品品質表示法上、適正 （適正表示） 
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